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◎

参

照

条

文

○

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
」
と
は
、
一
般
廃
棄
物
の
う
ち
、
爆
発
性
、
毒
性
、
感
染
性
そ
の
他
の
人

の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
性
状
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
産
業
廃
棄
物
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
い
う
。

一

事
業
活
動
に
伴
つ
て
生
じ
た
廃
棄
物
の
う
ち
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物

二

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
」
と
は
、
産
業
廃
棄
物
の
う
ち
、
爆
発
性
、
毒
性
、
感
染
性
そ
の
他
の
人

の
健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
性
状
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

６

（
略
）

（
事
業
者
の
処
理
）

第
十
二
条

事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
除
く
。
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
除
き
、
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
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分
に
関
す
る
基
準
（
当
該
基
準
に
お
い
て
海
洋
を
投
入
処
分
の
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
産
業
廃
棄
物
を
定
め
た
場
合
に

お
け
る
当
該
産
業
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
投
入
の
場
所
及
び
方
法
が
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
投
入
の
場
所
及
び
方
法
に
関
す
る
基
準
を
除
く
。
以
下
「
産
業
廃
棄
物
処
理
基

準
」
と
い
う
。
）
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～

（
略
）

11
（
事
業
者
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
係
る
処
理
）

第
十
二
条
の
二

事
業
者
は
、
自
ら
そ
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
運
搬
又
は
処
分
を
行
う
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
に
関
す
る
基
準
（
当
該
基
準
に
お
い
て
海
洋
を
投
入
処
分
の
場
所
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
定
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
投
入
の
場
所

及
び
方
法
が
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
投
入
の
場
所
及

び
方
法
に
関
す
る
基
準
を
除
く
。
以
下
「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
」
と
い
う
。
）
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～

（
略
）

12
（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
）

第
十
五
条

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
処
理
施
設
、
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
そ
の
他
の
産
業
廃
棄
物

の
処
理
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６

（
略
）
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○

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン

二

ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
―
パ
ラ
―
ジ
オ
キ
シ
ン

三

コ
プ
ラ
ナ
ー
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
は
、
工
場
又
は
事
業
場
に
設
置
さ
れ
る
施
設
の
う
ち
、
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気

炉
、
廃
棄
物
焼
却
炉
そ
の
他
の
施
設
で
あ
っ
て
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
発
生
し
及
び
大
気
中
に
排
出
し
、
又
は
こ
れ
を
含
む

汚
水
若
し
く
は
廃
液
を
排
出
す
る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３
・
４

（
略
）

（
廃
棄
物
焼
却
炉
に
係
る
ば
い
じ
ん
等
の
処
理
）

第
二
十
四
条

廃
棄
物
焼
却
炉
で
あ
る
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
当
該
特
定
施
設
の
集
じ
ん
機
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
ば
い

じ
ん
及
び
焼
却
灰
そ
の
他
の
燃
え
殻
の
処
分
（
再
生
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
ば
い
じ
ん
及
び
焼
却

灰
そ
の
他
の
燃
え
殻
に
含
ま
れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
量
が
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
以
内
と
な
る
よ
う
に
処
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

廃
棄
物
焼
却
炉
で
あ
る
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
当
該
特
定
施
設
の
集
じ
ん
機
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
ば
い
じ
ん
及
び

焼
却
灰
そ
の
他
の
燃
え
殻
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号

）
第
二
条
第
三
項
中
「
爆
発
性
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
係
る
燃
え
殻
そ
の
他
の
爆
発
性
」
と
、
同
条
第
五
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項
中
「
爆
発
性
」
と
あ
る
の
は
「
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
係
る
集
じ
ん
機
に
よ
つ
て
集
め
ら
れ
た
ば
い
じ
ん
及
び
燃
え
殻
そ

の
他
の
爆
発
性
」
と
、
同
法
第
六
条
の
二
第
三
項
中
「
基
準
は
」
と
あ
る
の
は
「
基
準
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措

置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
と
、
同
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
中

「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
」
と
読

み
替
え
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

○

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
四
百
三
十
三
号
）
（
抄
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

一

（
略
）

二

製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
（
鋳
鋼
又
は
鍛
鋼
の
製
造
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
変
圧
器
の
定
格

容
量
が
一
、
〇
〇
〇
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
の
も
の

三

（
略
）

四

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
製
造
（
原
料
と
し
て
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
く
ず
（
当
該
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
の
製
造
を
行
う
工
場
内

の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
圧
延
工
程
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
焙
焼

炉
、
溶
解
炉
及
び
乾
燥
炉
で
あ
っ
て
、
焙
焼
炉
及
び
乾
燥
炉
に
あ
っ
て
は
原
料
の
処
理
能
力
が
一
時
間
当
た
り
〇
・
五
ト

ン
以
上
の
も
の
、
溶
解
炉
に
あ
っ
て
は
容
量
が
一
ト
ン
以
上
の
も
の

五

廃
棄
物
焼
却
炉
で
あ
っ
て
、
火
床
面
積
（
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
二
以
上
の
廃
棄
物
焼
却
炉
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
火
床
面
積
の
合
計
）
が
〇
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
焼
却
能
力
（
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に

二
以
上
の
廃
棄
物
焼
却
炉
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
焼
却
能
力
の
合
計
）
が
一
時
間
当
た
り
五
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〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

別
表
第
二

（
第
一
条
関
係
）

一

硫
酸
塩
パ
ル
プ
（
ク
ラ
フ
ト
パ
ル
プ
）
又
は
亜
硫
酸
パ
ル
プ
（
サ
ル
フ
ァ
イ
ト
パ
ル
プ
）
の
製
造
の
用
に
供
す
る
塩
素

又
は
塩
素
化
合
物
に
よ
る
漂
白
施
設

二

カ
ー
バ
イ
ド
法
ア
セ
チ
レ
ン
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ア
セ
チ
レ
ン
洗
浄
施
設

三

硫
酸
カ
リ
ウ
ム
の
製
造
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

四

ア
ル
ミ
ナ
繊
維
の
製
造
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

五

塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
の
製
造
の
用
に
供
す
る
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
洗
浄
施
設

六

カ
プ
ロ
ラ
ク
タ
ム
の
製
造
（
塩
化
ニ
ト
ロ
シ
ル
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の

イ

硫
酸
濃
縮
施
設

ロ

シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ン
分
離
施
設

ハ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

七

ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
又
は
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
の
製
造
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

水
洗
施
設

ロ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

′

′

八

八
・
十
八
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
五
・
十
五
―
ジ
エ
チ
ル
―
五
・
十
五
―
ジ
ヒ
ド
ロ
ジ
イ
ン
ド
ロ[

三
・
二
―
ｂ

三
・
二
―
ｍ

：

]

ト
リ
フ
ェ
ノ
ジ
オ
キ
サ
ジ
ン
（
別
名
ジ
オ
キ
サ
ジ
ン
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
。
ハ
に
お
い
て
単
に
「
ジ
オ
キ
サ
ジ
ン
バ
イ
オ
レ
ッ

ト
」
と
い
う
。
）
の
製
造
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
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イ

ニ
ト
ロ
化
誘
導
体
分
離
施
設
及
び
還
元
誘
導
体
分
離
施
設

ロ

ニ
ト
ロ
化
誘
導
体
洗
浄
施
設
及
び
還
元
誘
導
体
洗
浄
施
設

ハ

ジ
オ
キ
サ
ジ
ン
バ
イ
オ
レ
ッ
ト
洗
浄
施
設

ニ

熱
風
乾
燥
施
設

九

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
そ
の
合
金
の
製
造
の
用
に
供
す
る
焙
焼
炉
、
溶
解
炉
又
は
乾
燥
炉
か
ら
発
生
す
る
ガ
ス
を
処
理
す

る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ロ

湿
式
集
じ
ん
施
設

十

亜
鉛
の
回
収
（
製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉
か
ら
発
生
す
る
ば
い
じ
ん
で
あ
っ
て
、
集
じ
ん
機
に
よ
り
集
め
ら
れ
た
も

の
か
ら
の
亜
鉛
の
回
収
に
限
る
。
）
の
用
に
供
す
る
施
設
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

精
製
施
設

ロ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ハ

湿
式
集
じ
ん
施
設

十
一

別
表
第
一
第
五
号
に
掲
げ
る
廃
棄
物
焼
却
炉
か
ら
発
生
す
る
ガ
ス
を
処
理
す
る
施
設
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
及
び

当
該
廃
棄
物
焼
却
炉
に
お
い
て
生
ず
る
灰
の
貯
留
施
設
で
あ
っ
て
汚
水
又
は
廃
液
を
排
出
す
る
も
の

イ

廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

ロ

湿
式
集
じ
ん
施
設

十
二

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
七
条
第
十
二
号
の
二
及
び

第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設

十
三
・
十
四

（
略
）
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○

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
（
抄
）

別
表
第
一

一
～
七
十
一
の
四

（
略
）

七
十
一
の
五

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
に
よ
る
洗
浄
施
設
（
前
各
号
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

七
十
一
の
六

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
又
は
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
の
蒸
留
施
設
（
前
各
号
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）

七
十
二
～
七
十
四

（
略
）

○

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
（
抄
）

（
船
舶
か
ら
の
廃
棄
物
の
排
出
の
禁
止
）

第
十
条

何
人
も
、
海
域
に
お
い
て
、
船
舶
か
ら
廃
棄
物
を
排
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

廃
棄
物
の
排
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

２

前
項
本
文
の
規
定
は
、
船
舶
か
ら
の
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
廃
棄
物
の
排
出
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）
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三

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
免
許
若
し
く
は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
承

認
を
受
け
て
埋
立
て
を
す
る
場
所
又
は
廃
棄
物
の
処
理
場
所
と
し
て
設
け
ら
れ
る
場
所
に
政
令
で
定
め
る
排
出
方
法
に
関

す
る
基
準
に
従
つ
て
す
る
排
出

四
～
六

（
略
）

３
～
６

（
略
）

○

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
発
生
汚
泥
等
の
処
理
）

第
二
十
一
条
の
二

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
汚
水
ま
す
、
終
末
処
理
場
そ
の
他
の
公
共
下
水
道
の
施
設
か
ら
生
じ
た
汚
泥
等

の
た
い
積
物
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
発
生
汚
泥
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
公
共
下
水
道

の
施
設
の
円
滑
な
維
持
管
理
を
図
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
適
切
に
処
理
す
る
ほ
か
、
有
毒
物
質
の
拡
散
を

防
止
す
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
適
正
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
準
用
規
定
）

第
二
十
五
条
の
十

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
二
条
の
八
ま
で
、
第
十
二
条
の
十
か
ら
第
十

三
条
ま
で
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
流

域
下
水
道
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
排
水
区
域
内
の
他
人
の
土
地
又
は
建
築
物

に
立
ち
入
り
、
排
水
設
備
、
特
定
施
設
、
」
と
あ
る
の
は
「
他
人
の
土
地
又
は
建
築
物
に
立
ち
入
り
、
流
域
下
水
道
に
接
続
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す
る
排
水
施
設
、
特
定
施
設
又
は
」
と
、
第
十
八
条
の
二
中
「
公
共
下
水
道
」
と
あ
る
の
は
「
流
域
下
水
道
又
は
当
該
流
域

下
水
道
に
係
る
流
域
関
連
公
共
下
水
道
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


